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自
公
政
権
下
で
高
齢
者
医

療
制
度
を
円
滑
に
導
入
す
る

た
め
に
行
わ
れ
て
い
た
負
担

軽
減
措
置
で
、
①　

〜　

歳

70

74

ま
で
の
窓
口
負
担
割
合
の
引

き
上
げ
（
1
割
↓
2
割
）
の

凍
結
②
被
用
者
保
険
の
旧
被

扶
養
者
の
保
険
料
軽
減
（
均

等
割
9
割
軽
減
）
③
低
所
得

者
の
保
険
料
軽
減
（
均
等
割

9
割
軽
減
、
均
等
割
8
・
5

割
軽
減
、
所
得
割
5
割
軽
減
）

は
、
引
き
続
き
平
成　

年
度

22

も
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　

な
お
、
①
に
つ
い
て
は
、

従
前
と
同
様
、
現
役
並
み
所

得
者
の
方
は
対
象
外
と
な
り

ま
す
。

　

ま
た
、
高
齢
受
給
者
証
に

記
載
さ
れ
て
い
る
一
部
負
担

金
の
割
合
が
「
2
割
（
平
成

　

年
3
月　

日
ま
で
は
1

22

31

割
）」
と
表
示
さ
れ
て
い
る
方

に
つ
い
て
は
、
一
部
負
担
金

の
割
合
を
「
1
割
」
と
改
め
、

　

年
4
月
か
ら
7
月
ま
で
を

22有
効
期
限
と
す
る
高
齢
受
給

者
証
を
再
発
行
し
、　

年
3

22

月
中
旬
以
降
に
支
部
を
通
じ

て
お
送
り
す
る
予
定
で
す
。

　

〜　

歳
の
方
の
窓
口
負
担

７０

７４

　

具
体
的
に
は
、
①
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
は
廃
止
す
る

②
高
齢
者
の
た
め
の
新
た
な

制
度
を
構
築
す
る
③
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
年
齢
で
区

分
す
る
と
い
う
問
題
を
解
消

す
る
制
度
と
す
る
④
市
町
村

国
保
な
ど
の
負
担
増
に
十
分

配
慮
す
る
⑤
高
齢
者
の
保
険

料
が
急
に
増
加
し
た
り
、
不

公
平
な
も
の
に
な
ら
な
い
よ

う
に
す
る
⑥
市
町
村
国
保
の

広
域
化
に
つ
な
が
る
見
直
し

を
行
う
―
の
6
原
則
と
し
て

い
ま
す
。

　

改
革
会
議
の
初
会
合
は
平

成　

年　

月　

日
に
開
催
さ

21

11

30

れ
、
新
制
度
の
具
体
化
に
向

け
た
議
論
が
ス
タ
ー
ト
し
ま

し
た
。
同
会
議
に
お
い
て
、

厚
労
省
は
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
を
提
示
、
そ
れ
に
よ
る

と
、
1
年
程
度
か
け
て
平
成

　

年
末
ま
で
に
具
体
案
を
決

22定
し
、
2
年
間
の
施
行
準
備

を
経
て
、
平
成　

年
4
月
に

25

新
制
度
を
施
行
し
た
い
と
の

見
通
し
を
明
ら
か
に
し
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
同
省
は
、
新
た
な

　

平
成　

年
8
月
の
衆
議
院
選
挙
で
圧
勝
し
た
民
主
党
は
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
（
政
権
公
約
）

21

で
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
廃
止
し
、
医
療
制
度
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
高
め
、
国
民

皆
保
険
を
守
る
」
と
し
て
い
る
。
同
年
9
月
、
長
妻
厚
労
相
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は

4
年
以
内
に
廃
止
す
る
考
え
を
表
明
、
そ
の
後
、
厚
労
省
は
、
廃
止
後
の
新
制
度
を
検
討
す

る
た
め
「
高
齢
者
医
療
制
度
改
革
会
議
」
を
設
置
、
同
会
議
で
は
制
度
見
直
し
の
原
則
を
予

め
提
示
し
た
う
え
で
議
論
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

平
成　

年
度
ま
で
に

２５
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
廃
止

高
齢
者
医
療
制
度
の
創
設
に

当
た
っ
て
は
、「
全
体
の
保
険

制
度
の
中
で
検
討
す
る
と
し

て
お
り
、
高
齢
者
の
年
齢
に

つ
い
て
は　

歳
以
上
を
想

65

定
、
高
齢
者
の
保
険
料
・
自

己
負
担
割
合
等
は
、
年
齢
に

よ
っ
て
違
い
が
出
て
く
る
こ

と
は
十
分
あ
り
う
る
が
、
高

齢
者
だ
け
を
集
め
た
保
険
制

度
は
採
ら
な
い
」
と
し
て
い

ま
す
。
更
に
、
見
直
し
に
当

た
っ
て
は
、　

歳
か
ら　

歳

65

74

の
前
期
高
齢
者
の
財
政
調
整

に
も
及
ぶ
と
の
見
解
を
表
明

し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
動
向

を
注
視
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　

平
成　

年
中
に
組
合
員
の

21

皆
様
が
納
付
さ
れ
た
国
民
健

康
保
険
料
の
一
年
間
（　

カ
12

月
）
の
総
額
は
別
表
「
平
成

　

年
分
保
険
料
年
間
納
付

21額
」
の
と
お
り
と
な
り
ま
す

の
で
確
定
申
告
に
ご
活
用
く

だ
さ
い
。
年
間
の
納
付
総
額

は
下
記
1
及
び
2
の
合
算
額

と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
後
期
高
齢
者
組
合

員
及
び　

歳
未
満
の
組
合
員

75

の
家
族
の
場
合
は
下
記
3
に

よ
り
算
出
し
た
金
額
と
な
り

ま
す
。

　
 

　

◎
医
療
費
支
払
額
が
一
定
の

金
額
を
超
え
た
と
き
は
医
療

費
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

本
人
や
家
族
が
病
院
・
歯

科
・
薬
局
等
に
支
払
っ
た
医

療
費
が
、
年
間　

万
円
（
た

10

だ
し
、
年
間
所
得
が
2
百
万

円
以
下
の
場
合
は
、
そ
の
5

％
相
当
額
）
を
超
え
た
と
き

は
、
そ
の
超
え
た
部
分
の
金

額
（
最
高
2
百
万
円
）
が
確

定
申
告
の
際
、
所
得
か
ら
控

除
さ
れ
ま
す
。

　

日
頃
、
医
療
機
関
等
で
受

診
し
た
際
は
必
ず
領
収
書
を

受
領
し
保
管
し
て
お
き
ま
し

ょ
う
。

◆
人
間
ド
ッ
ク
等
の
健
康
診

断
や
単
な
る
美
容
目
的
の
整

形
手
術
等
の
費
用
は
対
象
外

で
す
。

平
成　

年
の

２１

　

保
険
料
納
付
額

（
確
定
申
告
の
参
考
に
）

平成２１年分　保険料年間納付額
（平成２１年１月～１２月）

１　医療給付費分及び後期高齢者支援金分 （単位：円）
年　　間　　納　　付　　額

居住地
の区分世　帯　人　員 組 合 員

３０歳以上２５歳以上
３０歳未満

２０歳以上
２５歳未満２０歳末満

１８２,４００１３２,０００９６,０００６０,０００都　内組合員（単身） ２０６,４００１５６,０００１２０,０００８４,０００都　外
２３４,０００１８３,６００１４７,６００１１１,６００都　内組合員

　　＋家族１人 ２６２,８００２１２,４００１７６,４００１４０,４００都　外
２８５,６００２３５,２００１９９,２００１６３,２００都　内組合員

　　＋家族２人 ３１９,２００２６８,８００２３２,８００１９６,８００都　外
３３７,２００２８６,８００２５０,８００２１４,８００都　内組合員

　　＋家族３人 ３７５,６００３２５,２００２８９,２００２５３,２００都　外
３８８,８００３３８,４００３０２,４００２６６,４００都　内組合員

　　＋家族４人以上 ４３２,０００３８１,６００３４５,６００３０９,６００都　外

２　介護納付金分 
　　　介護保険第２号被保険者（４０歳以上６５歳未満の者）

年間納付額（円）月額（円）第２号被保険者数
２４,０００２,０００１　人
４８,０００４,０００２　人
７２,０００６,０００３　人

３　後期高齢者組合員と組合員の世帯に属する７５歳未満の組合員の家族 
家　　　族後期高齢者組合員

○前記１の医療給付費分及び後期高齢者支援金
分の「月額保険料」の家族１人当たり額に人数
と月数を乗じて得た金額

○介護保険第２号被保険者がいるときは、前記２
と同額

年間納付額

（月額保険料）　（月数）　（金　額）
５００円　×　１２月　＝６,０００円

〔注意〕
　平成２１年中に家族の異動や住所
変更（都内�都外）があったときは、
その月から左表により月額保険料
を増減してください。

→ただし、家族の５人目以降は無料

都　外都　内区　　　　　　分
１７,２００１５,２００３０歳以上

組
合
員

１３,０００１１,０００２５歳以上３０歳未満
１０,０００８,０００２０歳以上２５歳未満
７,０００５,０００２０歳未満
４,７００４,３００家　族　１　人

【月額保険料】 （単位：円）

被保険者の異動手続き

届け出に必要な書類等届け出が必要なとき

◎被保険者資格取得届（追加加入）
◆世帯全員・続柄の記載がある住民票謄本（転
入日が記載されたもの）

◆健康保険等の資格喪失証明書・離職票（写）
等（退職）　◆母子健康手帳（出生証明証）

◆印鑑

転入、結婚、出産、退職
などで家族が増えたと
き

◎被保険者資格喪失届（一部喪失）
◆該当者の保険証　◆就職先の保険証の写し
◆住民票の謄本（転出日が記載されたもの�
転出・結婚）　◆死亡診断書の写し又は住民
票の除票（死亡）　◆印鑑

転出、就職、結婚、死亡
などで家族が減ったと
き

◎変更（訂正）届
◆世帯全員の保険証　◆世帯全員の住民票の
謄本　◆印鑑

住所が変わったとき

◎変更（訂正）届
　◆該当者の保険証　◆住民票謄本　◆印鑑氏名が変わったとき

◎事業所変更（訂正）届
　◆各種添付書類　◆該当者の保険証　◆印鑑

事業所等の形態が変
わったとき

◎被保険者証再交付申請書
　◆破損した保険証　◆印鑑

保険証を破損したり、
紛失したとき

◎脱退届（全部喪失）
◆世帯全員の保険証　◆厚生年金資格喪失通
知書（法人）　◆閉鎖登記簿謄本（法人解散）

　◆印鑑

国保組合をやめるとき

◎脱退届（全部喪失）
　◆保護開始決定通知書の写し
　◆世帯全員の保険証　◆印鑑

生活保護を受けたとき

　組合員は、自分の世帯内に異動（家族の一部加入・喪失、住所変更等）
があったときには、必ず１４日以内に、所属組合へ届け出をお願いしま
す。
　ご不明な点は、所属組合又は当組合業務課適用係（０３－３２６０－６４４１）へ
お問い合わせください。

（注）１　各種届出用紙は所属組合にありますのでお問い合わせください。
　　２　上記の各項目に７０歳以上７５歳未満の前期高齢者がいる場合は「高齢受給者

証」が必要になります。

　

年
度
も
１
割
継
続

２２


